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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、モバイル装置の近距離電磁界通
信(NFC)の機能を利用して支払取引を行うシステム、方
法、プロセス、コンピュータプログラムコード及び手段
等に関連する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取引に関する情報を特定する取引時点情報管理装置であって、前記取引に使用するチェ
ックアウトトークンを特定する、取引時点情報管理装置と、
　前記取引時点情報管理装置との通信により、前記取引時点情報管理装置から前記チェッ
クアウトトークンを受信するＮＦＣ装置であって、ＮＦＣ対応モバイル装置のモバイルア
プリケーションで使用されるように前記チェックアウトトークンを、前記ＮＦＣ対応モバ
イル装置のＮＦＣリーダに無線により通知する、ＮＦＣ装置と
　を有するシステム。
【請求項２】
　前記取引時点情報管理装置は、ＮＦＣ対応モバイル装置を利用して前記取引を行うため
の顧客からの要求を確認する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ＮＦＣ対応モバイル装置の前記ＮＦＣリーダは、リーダ/ライタモードで動作する
、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ＮＦＣ装置は、有線インタフェースにより前記取引時点情報管理装置と通信する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記チェックアウトトークンは、前記取引時点情報管理装置による制御の下で、前記Ｎ
ＦＣ装置において更新される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記チェックアウトトークンは、取引コードを前記ＮＦＣ装置に送信する前に、リモー
トの取引管理システムから前記取引時点情報管理装置において受信される、請求項１に記
載のシステム。
【請求項７】
　前記取引時点情報管理装置及び前記ＮＦＣ装置が、単独の装置として形成される、請求
項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記チェックアウトトークンは、リモートの取引管理システムから前記ＮＦＣ装置にお
いて受信される、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記チェックアウトトークンは、前記取引時点情報管理装置における取引で使用される
取引管理システムにより指定される静的なコードである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記チェックアウトトークンは、前記チェックアウトトークンを前記ＮＦＣ装置に送信
する前に、前記取引時点情報管理装置により生成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記チェックアウトトークンは、店舗販売時点情報管理システムにより生成され、前記
ＮＦＣ装置に送信するために前記取引時点情報管理装置に提供される、請求項１に記載の
システム。
【請求項１２】
　前記取引時点情報管理装置から前記チェックアウトトークンを受信する処理は、前記チ
ェックアウトトークンをメッセージラッパに含め、前記メッセージラッパを前記ＮＦＣ装
置に送信することを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記取引時点情報管理装置は、別のＮＦＣ対応モバイル装置である、請求項１に記載の
システム。
【請求項１４】
　取引時点情報管理装置及び顧客に関わる取引に関する情報を特定する取引時点情報管理
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装置であって、ＮＦＣ対応モバイル装置を利用して支払を行う前記顧客からの要求を確認
する取引時点情報管理装置と、
　前記取引時点情報管理装置と通信を行うＮＦＣ装置であって、前記ＮＦＣ対応モバイル
装置が前記ＮＦＣ装置の近辺に位置する場合に、前記ＮＦＣ装置にチェックアウトトーク
ンを書き込むようにリーダ/ライタモードで動作する前記ＮＦＣ対応モバイル装置から、
前記チェックアウトトークンを無線により受信し、前記取引を完了させるために、受信し
た前記チェックアウトトークンを前記取引時点情報管理装置に送信するＮＦＣ装置と
　を有するシステム。
【請求項１５】
　前記チェックアウトトークンは、取引を行う際に前記ＮＦＣ対応モバイル装置により使
用される取引管理システムにより生成される、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記チェックアウトトークンは、前記ＮＦＣ対応モバイル装置がアクセス可能な複数の
チェックアウトトークンの中から選択される、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記取引時点情報管理装置は、別のＮＦＣ対応モバイル装置である、請求項１４に記載
のシステム。
【請求項１８】
　支払取引を行うための方法であって、
　店舗販売時点情報管理装置において購入額を合計するステップと、
　モバイル支払オプションが選択されたことを確認するステップと、
　前記店舗販売時点情報管理装置におけるＮＦＣ装置をチェックアウトトークンにより更
新するステップであって、前記チェックアウトトークンは、ＮＦＣインタフェースを介し
て顧客により前記ＮＦＣ装置からモバイル装置へ無線で送信される、ステップと、
　取引管理システムから支払認証を受けるステップと
　を有する方法。
【請求項１９】
　前記モバイル装置及び前記店舗販売時点情報管理装置の双方がチェックアウトトークン
を前記取引管理システムに別々に送信した後に、前記支払認証は前記取引管理システムか
ら受けられる、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＮＦＣ装置は、有線シリアルインタフェースにより前記店舗販売時点情報管理装置
と通信する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　支払取引を行うための方法であって、
　店舗販売時点情報管理装置において購入額を合計するステップと、
　モバイル支払オプションが選択されたことを確認するステップと、
　顧客が操作するモバイル装置からチェックアウトトークンを受信するステップであって
、前記チェックアウトトークンは、前記モバイル装置のＮＦＣ装置と、前記店舗販売時点
情報管理装置と通信する別のＮＦＣ装置との間の無線通信により受信される、ステップと
、
　前記チェックアウトトークンと購入取引データとを含む商人支払要求を、取引管理シス
テムに送信するステップと、
　取引管理システムから支払認証を受けるステップと
　を有する方法。
【請求項２２】
　前記チェックアウトトークンは、前記モバイル装置で動作するモバイル支払アプリケー
ションにより特定される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記チェックアウトトークンは、モバイル支払アプリケーションによる支払取引の前に
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保存される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記チェックアウトトークンは、前記支払取引の最中に、モバイル支払アプリケーショ
ンにより特定される、請求項２１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示される実施形態は取引を行うためのシステム及び方法等に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォンのようなモバイル装置は近距離無線通信(near　field　communication
：NFC)の機能を備え、モバイル装置はNFCを利用してリーダ、タグ及びその他のNFC装置と
通信できるようになりつつある。NFC装置は、一般に、「リーダ/ライタ」、「ピアツーピ
ア」及び「カードエミュレーション」モードのような3つの動作モードで動作することが
可能である。様々な動作モードについてはISO/IEC18092、14443及びNFC　IP-1標準規格等
に基づいていてもよい。
【０００３】
　リーダ/ライタモードにおいて、NFC装置は、NFCスマートポスタータグ(NFC　Smart　Po
ster　tag)を読み取るような場合に、NFCフォーラム管理タグタイプ(NFC　Forum-managed
　tag　type)を読み取ることが可能である。RFインタフェースのリーダ/ライタモードは
、ISO/IEC14443及びフェリカ(FeliCa)方式に従っていてもよい。ピアツーピアモードの場
合には、2つのNFC装置がデータを送受信することが可能である(例えば、2つの装置はブル
ートゥース(登録商標)又はWiFiリンクセットアップパラメータを共有することが可能であ
る、あるいは、仮想名刺(仮想ビジネスカード)又はディジタル写真をやり取りすることが
可能である)。ピアツーピアモードはISO/IEC18092に基づいていてもよい。カードエミュ
レーションモードの場合には、NFC装置は、外部のリーダにとって、従来の非接触スマー
トカードとほとんど同じに見える。カードエミュレーションモードは、既存の支払処理イ
ンフラストラクチャに変更を加えることなく、NFC装置による非接触支払処理(コンタクト
レス支払取引)及び発券処理(又はチケット処理)を可能にする。現在、多くのスマートフ
ォンがNFC機能を備えている。
【０００４】
　多くのモバイル支払方式は、NFC装置を「カードエミュレーションモード」で使用する
ことを求める。このモードは、安全に暗号化される支払カード信用証明情報の記憶部とし
て電話機を機能させる。しかしながら、不都合なことに、そのような利用形態は、取引カ
ード信用証明情報が、取引カード機関(例えば、ビザ(Visa)、アメリカンエクスプレス(Am
erican　Express)等)により管理される標準仕様(又は「方式」)に従ってエンコードされ
ることを要求し、更に、「セキュア要素」と呼ばれるセキュア暗号化チップがモバイル装
置に存在することを要求し、これはモバイル装置に対してコスト及び複雑さを増加させて
しまう。これらの暗号化方式は閉じた形式で独占的であり、ライセンス又は使用許可はそ
の方式のオーナーの裁量に委ねられる。ライセンスは費用がかかる可能性があり、参入者
に許可が与えられることは保証されない。
【０００５】
　更に、暗号化方式を実行するのに必要なアプリケーション処理は、複雑化する可能性が
ある。例えば、「グロボプラットフォーム/JCOP(Globoplatform/JCOP)」と呼ばれる或る
標準仕様は(これは本質的にはNRCチップに実装されるジャバ(Java(登録商標))ランタイム
環境である)、チップに保存される支払カードの各々が、固有の一群の鍵を利用してその
カードのデータの暗号化及び復号化を管理する各自のジャバアプリケーションを有するこ
とを要求する。
【０００６】
　様々な専用鍵方式を管理することに関連する処理の複雑化及びセキュリティの問題は、
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信用サービスマネジャ(Trusted　Service　Manager：TSM)と呼ばれるNFC支払エコシステ
ム(ecosystem)における新たな手段を作成することに帰結する。TSMは、顧客のハンドセッ
トに対する複数の暗号化方式を利用して、暗号化支払カードの信用証明情報の動きを管理
する責務を担う信頼できる仲介手段として機能するジョブを有する。特に、異なるアソシ
エーション(association)は異なる方式を有し、アソシエーションは、各自の特定の暗号
化及びカード管理の方式を互いに共有することを希望しないので、TSMが存在する。カー
ドエミュレーションモードNFCを利用する顧客のスマートフォンに支払カードを保存及び
管理するために、TSMを利用することは、年間5＄に匹敵するコストを追加することになる
と予想される。
【０００７】
　支払を行うために暗号化カードエミュレーションモードNFCを利用することは、ハンド
セット製造業者及び無線キャリアが、NFCエミュレーションモード対応チップを備える装
置に支払カードを配置する処理を管理する機会を生み出すことにもなる。アイシスコンソ
ーシアム(Isis　Consortium)の一部として共に動作するベリゾン(Verizon)及びATTのよう
な無線キャリアや、グーグル(Google)のようなハンドセット製造業者は、ライセンス料又
は共同マーケティング料の形式でかなりの手数料を課すように支払カード発行者に求め、
しばしば、支払カードの主要な発行者である銀行に要請してはいない。ATT又はベリゾン
により、NFC対応モバイルフォンで支払カードを利用可能にするために、銀行が毎年取引
カード毎に約＄10を支払うことをアイシスが提案しつつあると業界関係者に考えられてい
る。
【０００８】
　モバイル装置のNFC機能を支払取引に使用する、これら及び他の問題を解決する方法及
びシステム(配布及び回収の提案並びにロイヤリティポイント及び報酬の配布及び回収を
含む)等を提供することが望まれている。他の利点及び特徴は以下の開示内容を理解する
ことにより更に明らかになるであろう。
【０００９】
　＜関連出願＞
　本願は、2012年5月14日付で出願された米国仮特許出願第61/646,523号並びに2013年2月
15日付けで出願された米国特許出願第13/768,156号、2012年12月31日付けで出願された米
国特許出願第13/731,348号、2010年7月30日付けで出願された米国特許出願第12/846,911
号及び2011年12月23日付けで出願された米国特許出願第13/336,574号に基づく優先的利益
を享受し、これらの内容全体は本願のリファレンスに組み入れられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　一つの側面における実施の形態の課題は、モバイル装置のNFC機能を支払取引に使用す
る改善された方法及びシステム等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一実施形態によるシステムは、
　取引に関する情報を特定する取引時点情報管理装置であって、前記取引に使用するチェ
ックアウトトークンを特定する、取引時点情報管理装置と、
　前記取引時点情報管理装置との通信により、前記取引時点情報管理装置から前記チェッ
クアウトトークンを受信するＮＦＣ装置であって、ＮＦＣ対応モバイル装置のモバイルア
プリケーションで使用されるように前記チェックアウトトークンを、前記ＮＦＣ対応モバ
イル装置のＮＦＣリーダに無線により通知する、ＮＦＣ装置と
　を有するシステムである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に関連して形成されたシステムを示すブロック図。
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【図２】実施形態に関連するプロセスを示すフローチャート。
【図３】実施形態に関連する別のプロセスを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施形態は、支払取引のためにモバイル装置の近距離無線通信(NFC)機能を利
用するシステム、方法、プロセス、コンピュータプログラムコード及び手段に関連する。
一般に、実施形態は、同様に譲渡されている上記の関連出願に説明されているようなシス
テムに配備されてもよく、そのようなシステムでは、取引に関連するコードをスキャン、
捕捉又は入力することにより取引を実行するためにモバイル装置が使用される。一実施形
態の特徴は、商人の場所における取引(あるいは、一実施形態では、現金自動預入支払機
、キオスク、個人間取引等におけるやり取り)を実行するためにモバイル装置が使用され
る支払又は他の取引システムに関連して説明される。更に、実施形態は支払又は他の取引
システムに関連して使用されてもよく、そのシステムでは、チェックアウトトークン又は
他のコードを生成又は取得し、チェックアウトトークン又はコードを、NFC機能を利用し
て、取引に関わる別の装置(例えば、商人の店舗販売時点情報管理(POS)装置、現金自動預
入支払機、キオスク、他の個人装置等)に提供することにより、取引を開始するためにモ
バイル装置が使用される。
【００１４】
　本発明の特徴は、上記の関連出願に示されているような支払及び取引システムを利用す
ることを想定して説明され、それらのシステム自体の詳細については本願では詳細には説
明されない。しかしながら、本発明の実施形態は、関連出願で具体的に説明されている支
払又は取引システムに関連して使用する例に限定されない。むしろ本願で説明されるよう
なNFC機能を利用することは、多種多様な支払又は取引システム、ディジタル財布等にお
いて所望の結果や恩恵を享受するために行われてよい。更に、本願では実施形態は概して
取引(例えば、支払取引)に関連して説明されるが、実施形態は、ロイヤルティー(loyalty
)、報酬又はその他の提案するタイプの取引等のような他のタイプの取引で所望の結果を
得るために使用されてもよく、その場合には、ある装置(例えば、モバイル装置)が他の装
置(例えば、他のモバイル装置或いは取引場所の装置)とやり取りを行う。
【００１５】
　図1は一実施形態に関するシステム100のブロック図であり、図1を参照しながら本発明
の実施形態の特徴を説明する。システム100の更なる詳細については例えば関連出願に示
されている。図示されているように、支払口座所有者(支払アカウントホルダー)、購入者
(バイヤー)又は他のユーザ若しくはオペレータ(以下、「顧客」と言及する)は、モバイル
装置102(例えば、移動電話機等)を有する又は使用する。モバイル装置102は表示画面(デ
ィスプレイスクリーン)及びデータ入力装置(例えば、キーパッド又はタッチスクリーン)
を有する。本発明の実施形態に関し、顧客は、取引時点情報管理装置(point　of　transa
ction　device)106を介して、商人又は他の存在(例えば、銀行)との取引を実行するため
にモバイル装置102を使用してよい。取引時点情報管理装置106は、例えば、店舗販売時点
情報管理端末(point　of　sale　terminal)、現金自動預入支払機、他のモバイル装置(例
えば、携帯可能なPOS端末、他の個人的なモバイル装置等)等であってもよい。商人は、物
理的な店舗、電子商取引の商人、メールオーダ及びテレフォン(mail　order　and　telep
hone：MOTO)商人、又は他の者或いは存在であってよい。更に、商人は厳密な意味での「
商人(merchant)」である必要はなく、(個人間の取引の場合には)他の個人であってもよい
し、(自動預入支払機(ATM)等のような)キオスクや他の関連装置であってもよい。
【００１６】
　説明の簡明化のため、顧客に関連付けられる装置、顧客、又は取引において購入者(又
は買い手)として機能する他の存在は、本願では、「モバイル装置102」又は「NFC対応モ
バイル装置102」のように言及される。商人、業者、金銭の受け手又は取引において販売
者又は金銭の受け手として機能する他の存在は、「取引時点情報管理装置106」のように
言及される。当業者は、本開示内容を理解することにより、取引時点情報管理装置106が
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本発明に関する処理を行うように改善された従来の商人の店舗販売時点情報管理装置(POS
装置)であってもよいこと、或いは、それが移動可能な電話機又はその他の装置のような
デバイスであってもよいこと(一実施形態では、顧客がモバイル装置を操作し、商人又は
取引に参加する他の者もモバイル装置を操作してもよいこと)を認めるであろう。
【００１７】
　一実施形態に関し、モバイル装置102は、(モバイル電話機のチップセットの一部として
或いはアフターマーケットSIMカードとして導入された)インストールされた無線周波数識
別(RFID)チップを有するモバイル電話機のようなNFC対応モバイル装置102対応モバイル装
置である。特定の具体例として、モバイル電話機は、グーグルネクサスS(Google　Nexus
　S)又はブラックベリー(Blackberry)9600スマートフォンであってもよく、それらは何れ
もRFIDチップを組み込んでいる。一実施形態に関し、モバイル装置102は、1つ以上の標準
規格、例えば、ISO/IEC18092、NFC　IP-1及びISO/IEC14443非接触通信標準規格等に従っ
て動作する。
【００１８】
　より具体的には、一実施形態に関し、モバイル装置102はいわゆる「リーダ/ライタ」モ
ードで動作してもよく、その場合にはモバイル装置102のNFC装置が、NFCフォーラム対応N
FCタグ(例えば、NFC装置104のNFCタグ等)からデータを読み取ることが可能である。一実
施形態において、モバイル装置102は、更に(又は代替的に)、いわゆる「ピアツーピア(pe
er-to-peer：P2P)動作モードで動作することも可能である。説明の便宜上及び簡明化のた
め、NFC装置を有しかつNFC動作モード(例えば、リーダ/ライタモード及び/又はピアツー
ピアモード)で動作することが可能なモバイル装置は、本願において、NFC対応モバイル装
置102のように言及される。NFC対応モバイル装置102におけるNFC装置の動作は、NFC対応
モバイル装置102にインストールされるモバイル支払アプリケーションにより(少なくとも
本発明に関する取引を行うために)制御される。例えば、モバイル支払アプリケーション
の動作は、NFC対応モバイル装置102が、NFC対応モバイル装置102のNFC動作モードを活性
化し(又はアクティブにし)、モバイル装置102が取引に関連するNFC装置104からデータを
読み取ることを可能にする。NFC装置104から読み取られるデータ(或いは、図3に関して説
明される実施形態では、NFC装置104に書き込まれるデータ)は、本発明による支払又は他
の取引の目的に関連して、モバイル支払アプリケーションにより取得され使用される。
【００１９】
　関連出願でも説明されているように、実施形態に関連する購入又は他の取引のプロセス
は、取引時点に関する固有のコード(本願では「チェックアウトトークン」として言及さ
れる)を生成、スキャン又は取得する処理を含む。図1に示す例に関し、取引時点に関連す
るチェックアウトトークンは、取引時点情報管理装置106に関連するNFC装置104から、NFC
対応モバイル装置102のNFC装置により読み取られる。関連出願でも説明されているように
、一実施形態では、特定の商人又は場所における個々の取引に使用するために、チェック
アウトトークンが動的に生成される。本願で使用されるように、そのような動的に生成さ
れるチェックアウトトークンは、「動的なトークン」又は「動的なチェックアウトトーク
ン」のように言及される。チェックアウトトークンは1つ以上の情報項目に基づいて生成
されるトークンであってよく、例えば、特定の取引時点に関連する情報(例えば、端末識
別子及び/又は商人の識別子)、取引の日時に関連する情報、及び/又は、取引金額又はそ
の他の取引に関する詳細に関連する情報に基づいて生成されるトークンであってもよい。
【００２０】
　チェックアウトトークンは取引時点情報管理装置106に関連する静的な又は固定的なチ
ェックアウトトークンであってもよい。例えば、固有の識別子が個々の取引時点に対して
指定されてもよい。
【００２１】
　一実施形態において、NFC対応モバイル装置102がチェックアウトトークンを読み取るこ
とは(チェックアウトトークンは静的なトークンであってもよいし或いは動的なトークン
であってもよい)、取引を完了するために、NFC対応モバイル装置102から取引管理システ
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ム108へ情報が送信されることを引き起こす。一実施形態に関し、チェックアウトトーク
ンに関する情報は、取引について適切な支払金額を特定又は選択すること、NFC対応モバ
イル装置102(及びその所有者)を取引に関連付けること、及び、取引時点情報管理装置106
との進行中の取引に関連する情報を取得すること等において使用されてもよい。
【００２２】
　図1に示す実施形態において、NFC装置104は通信インタフェース110を介して取引時点情
報管理装置106と通信し、取引時点情報管理装置106が、(1)NFC装置104内に位置するNFCタ
グ(又は多種多様なNFCタグのうちの何れかをエミュレート又は模擬する装置)を更新する
こと、或いは、(2)NFC対応モバイル装置102から受信したNFCタグ(又はNFCタグをエミュレ
ートする装置)から情報を読み取ることを可能にする。例えば、通信インタフェース110は
、有線インタフェース(例えば、シリアルインタフェース等)であってもよいし、或いは、
無線インタフェース(例えば、ブルートゥース、ジグビー(ZigBee)等)であってもよい。一
実施形態に関し、NFC装置104は、例えば、ISO/IEC14443、フェリカ又はISO/IEC14443に関
するNFCフォーラムタイプ1－タイプ4タグ等のようなNFCデータ交換フォーマット(NFC　Da
ta　Exchange　Format：NDEF)によりエンコードされたNFCタグを含んでいてもよい。
【００２３】
　NFC装置104に送信されるデータは、NFCフォーラムデータ交換フォーマット(NDEF)のよ
うなデータ交換フォーマット用にフォーマットされたデータを含んでいてもよい。例えば
、取引時点情報管理装置106にはコードが提供され、そのコードはデータが或るフォーマ
ットでNFC装置104に送信されることを可能にし、そのフォーマットはNFC装置104がそのデ
ータで動作することを可能にし、(例えば、静的又は動的なチェックアウトトークンのよ
うな)データが、NFC装置104のメモリに保存され、NFC対応モバイル装置102のようなNFC装
置により読み取り可能にアクセス可能であるようにする。
【００２４】
　一実施形態では、例えば、取引時点情報管理装置106にアプリケーションが提供されて
おり、そのアプリケーションは取引時点情報管理装置106により生成される(或いは取引時
点情報管理装置106にとってアクセス可能な)チェックアウトトークンをカプセル化する。
チェックアウトトークンは、単独のNDEFメッセージ又は一群のNDEFメッセージ(又はNDEF
メッセージグループ)にカプセル化されてもよく、NFC装置104のNFCタグに書き込みを行う
ようにチェックアウトトークンデータがNFC装置104に提供されることを可能にする。一実
施形態に関し、取引時点情報管理装置106は、チェックアウトトークンが生成又は確認さ
れる毎に、NDEFメッセージを生成してもよい。すなわち、一実施形態では、チェックアウ
トトークンが生成又は確認される毎に、取引時点情報管理装置106はチェックアウトトー
クンがNFC装置104のNFCタグに書き込まれる又は保存されることを引き起こすように動作
する。そして、チェックアウトトークンデータは、本発明に関する取引に使用されるよう
に、装置102のようなNFC対応モバイル装置に通知される。例えば、NFC対応モバイル装置1
02がチェックアウトトークンを受信すると、メッセージ分析部(例えば、NDEFメッセージ
分析部)は、メッセージを分解し、(チェックアウトトークンを含んでいる)ペイロードを
、処理用のアプリケーションに渡す。一実施形態に関し、チェックアウトトークンは更な
る処理に備えてモバイル支払アプリケーションに与えられる(更なる処理は、例えば、チ
ェックアウトトークン及び他のデータを取引管理システム108に送信し、取引管理システ
ム108が、モバイル装置102を、取引時点情報管理装置106を含む取引に関連付けることを
可能にする)。
【００２５】
　一実施形態では、取引毎に、チェックアウトトークンが生成され(又は特定され又は識
別され)、(例えば、NDEFメッセージ等のようなメッセージにより)NFC装置104に送信され
る。例えば、チェックアウトトークンをカプセル化する又は包含するNDEFメッセージは、
取引時点情報管理装置における取引を開始する現金出納係(cashier)によりトリガが与え
られる又は促される。別の例として、チェックアウトトークンをカプセル化するNDEFメッ
セージは、取引時点情報管理装置106を指図する顧客によりトリガが与えられる又は促さ
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れ、その顧客はモバイル装置を用いて取引を行うことを希望している。
【００２６】
　一実施形態では、チェックアウトトークンが生成され(又は特定され又は識別され)、(N
DEFメッセージ等のようなメッセージにより)少ない頻度でNFC装置104に送信される。例え
ば、一実施形態において、静的なチェックアウトトークンが生成され(又は特定され)、特
定の時点の取引を一意に特定又は識別してもよい。そのような静的なチェックアウトトー
クンは取引の各々について生成される必要はなく；むしろ、トークンは取引時点情報を一
意に特定するトークンを保証する必要に応じて生成又は特定されてもよい。そのような実
施形態では、取引時点情報管理装置106は、静的なチェックアウトトークンデータをカプ
セル化し、それを必要に応じてNFC装置104に(NDEFメッセージ等のようなメッセージによ
り)送信する。
【００２７】
　NDEF(又は他の)メッセージに包含されるデータはメッセージタイプ識別子(例えば、NDE
F指定タイプ(NDEF-specified　type)、或いは、カスタムメッセージタイプ等であっても
よい)を含む。更に、メッセージはデータに関する読み取り及び処理を行う際にNFC装置に
とって有用な他の情報を含んでもよい。
【００２８】
　一実施形態において、NFC装置104のNFCタグは、それがリード/ライタモード又はピアツ
ーピアモードで動作するNFC対応モバイル装置102により読み取り可能であるように書き込
まれる。図1の例を含む取引例を図2を参照しながら説明する。
【００２９】
　図2のプロセスは、概して、商人又は他の取引処理ポイントの観点から示されている。
例えば、取引プロセス200は、NFC装置104を有する取引時点情報管理装置106を有する商人
により又はその商人の場所で実行されてもよい。プロセスは202から始まり、商品又はサ
ービスが購入の合計額を計算するためにレジに記録される。プロセスは204に続き、取引
時点情報管理装置106(又は店員)は、顧客が支払オプション(選択肢)を選択するように促
し、モバイル支払オプションが選択されるか否かが判定される。モバイル支払オプション
が選択されない場合、プロセスは206に続き、他の支払オプションを利用する購入を完了
させるための処理又は標準的な支払処理が行われる。
【００３０】
　モバイル支払オプションが選択される場合、プロセスは208に続き、取引時点情報管理
装置106(又は関連する商人のシステム)はチェックアウトトークンを生成又は取得する。
例えば、取引時点情報管理装置106は、その取引に関して使用する静的又は動的なチェッ
クアウトトークンを生成又は指定するように動作する。非限定的な実施形態において、取
引時点情報管理装置106は、商人のチェックアウトトークンと、取引額と、他の取引デー
タ(例えば、端末識別子、日付、時間、更なる取引データ等)とを含む商人支払認証リクエ
スト(要求メッセージ)を生成して取引管理システム108に送信する。商人支払い認証リク
エストは、商人取引キューの中に処理する取引を作成するように、(例えば、上記の関連
出願で言及されているように)取引管理システム108により使用される。一実施形態では、
関連出願で言及されているように、チェックアウトトークンは取引時点情報管理装置106
からは送信されない。その場合、チェックアウトトークンは、取引時点情報管理装置106
から208において受信したメッセージに応答して、取引管理システム108により抽出、生成
又は「ルックアップ又は参照」される。例えば、チェックアウトトークンは、(208で受信
した)商人のIDを静的なチェックアウトトークンに関連付けるテーブルから参照され抽出
されてもよい。一実施形態において、取引管理システム108が208において商人支払い認証
リクエストを受信する場合に、チェックアウトトークンは取引管理システム108により生
成され、その後にチェックアウトトークンが商人の支払認証リクエストについてのアクノ
リッジメントの一部として取引時点情報管理装置106に返されてもよい。208における処理
は商人から取引管理システム108へチェックアウトトークンが送信されることを含むよう
に図示されているが、一実施形態では、トークンが208では送信されず、その代わりにチ
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ェックアウトトークンが取引管理システム108により提供されてもよい。
【００３１】
　プロセスは210に続き、モバイル装置102のNFCリーダを利用して顧客がチェックアウト
トークンを取得できるように、チェックアウトトークンはNFC装置104により顧客にとって
利用可能にされてもよい。プロセス210は、NFC装置104に提供するためにチェックアウト
トークンをメッセージ(例えば、NDEFメッセージ又はメッセージ群)にカプセル化する又は
包含するように取引時点情報管理装置106を動作させることを含む(例えば、NFC装置が、
チェックアウトトークンに関連するデータにより更新されることを引き起こす)。顧客は
、その後に、例えば、NFCリーダの通信範囲の中で、NFC装置104のタッチポイント又はエ
リアに対して、自身のNFC対応モバイル装置102をタップ又は提示するように店員により(
又は指示トークンにより)案内される。NFC装置からのデータの読み出しに成功すると、モ
バイル装置102にインストールされているモバイル支払アプリケーションは、確認信号又
は確認を行うメッセージを提供してもよい。
【００３２】
　チェックアウトトークンがモバイル装置102により適切に読み取られると、関連出願で
も説明されているように、支払の詳細情報と顧客の支払情報との照合に使用されるように
、チェックアウトトークンを含むメッセージがモバイル装置102から取引管理システム108
に送信される。取引時点情報管理のプロセスは212に続き、取引時点情報管理装置106は(
例えば、支払ゲートウェイ、店舗販売時点情報管理システム等のような仲介システムによ
り間接的に又は直接的に)取引管理システム108から商人の支払認証応答メッセージを受信
する。所定の顧客関連処理及び取引管理システム関連処理(関連出願でも説明されている)
が完了した後であって、顧客により(自身のモバイル装置102を用いて)選択される支払金
額が購入取引に関して認証された後に、商人支払認証応答メッセージが取引管理システム
108により生成される。プロセスは214に続き、取引時点情報管理装置106は取引レシート(
受領証)を生成して取引を完了させるように動作する。これらの一連のメッセージは単な
る例示を目的として示されている。一実施形態において、取引処理は別の順序で実行され
てもよく、例えば、取引時点情報管理装置106と取引管理システム108との間の何らかの通
信に先行して、処理を開始するためにチェックアウトトークンがNFC対応モバイル装置102
により読み取られる。
【００３３】
　関連出願でも言及されているように、一実施形態において、取引総額が計算される前に
商人が商人支払認証リクエストを送信するように、図2のプロセスは修正されてもよい。
更に、そのような実施形態では、取引総額が計算される前に、顧客は、チェックアウトト
ークンを読み取るように自身のNFC対応モバイル装置102を操作してもよい。
【００３４】
　一実施形態に関し、NFC対応モバイル装置102は、NFC装置104にデータを書き込み、チェ
ックアウトトークン又はコードを取引時点情報管理装置106に配布するように形成されて
もよい。そのような実施形態において、NFC対応モバイル装置102は、NFC
書き込みモードで動作するように形成され、NFC対応モバイル装置102がチェックアウトト
ークン又はコードを取引時点情報管理装置106に引き渡すことができるようにする。或る
既存の支払方式は、モバイル装置のNFC機能を利用して、暗号化されたカード所有者デー
タを支払端末に引き渡す。背景技術で説明したようなそのような方式は、支払を行うため
に、効果で複雑な暗号化及び信用保証方式を必要とする。本発明の実施形態は、図3に示
されるようなモードで動作する場合に、高価で複雑な方式を回避し、そのようにできる理
由は、モバイル装置102から取引時点情報管理装置106へ送信される唯一の情報が、NFC対
応モバイル装置102を取引時点情報管理装置106に関連付けるのに使用される静的又は動的
なチェックアウトトークンであるからであり、これによりそれらの装置に関わる進行中の
取引が一意に特定される。一実施形態において、チェックアウトトークンは、取引の実行
の前(又は実行中)に、取引管理システム108からNFC対応モバイル装置102により取得され
る。一実施形態において、チェックアウトトークンは、取引の前にNFC対応モバイル装置1
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02により取得され、使用に備えて保存又はキャッシュされる。これは、取引の最中にNFC
対応モバイル装置102が取引管理システム108に到達できないような状況でさえ(例えば、
取引の場所が限られた無線接続又はセルラ接続しか利用できないような状況でさえ)、本
発明による取引が実行可能であるようにする。
【００３５】
　図3に示されているように、そのような実施形態における取引は次のように処理されて
もよい。プロセスは302から始まり、購入金額を合計するために商品又はサービスがレジ
に記録される。プロセスは304に続き、取引時点情報管理装置106(又は店員)が支払オプシ
ョンを選択するように顧客を促し、モバイル支払オプションが選択されるか否かが判定さ
れる。モバイル支払オプションが選択されない場合、プロセスは306に続き、他の支払オ
プションを利用して購入を完了させる処理又は通常の支払処理が行われる。
【００３６】
　プロセスは308に続き、顧客はNFC対応モバイル装置102のモバイル支払アプリケーショ
ンに関するオプションを選択し、チェックアウトトークンを生成し(或いは取得し)、取引
時点情報管理装置106に関連するNFC装置104にチェックアウトトークンを書き込む。この
チェックアウトトークンは、無線通信により(例えば、図1の非接触通信インタフェース11
2を介して)、NFC対応モバイル装置102のNFC装置からNFC装置104に書き込まれる。チェッ
クアウトトークンがNFC装置104により受信されると、チェックアウトトークンは、取引管
理システム108に対する1つ以上のメッセージを生成する取引時点情報管理装置106に(図1
のインタフェース110を介して)通知される。例えば、取引時点情報管理装置106は、チェ
ックアウトトークンを受信すると、取引の詳細事項を含む商人支払要求メッセージ(例え
ば、取引額、商人の情報、取引時点情報管理装置の情報等を含む)を生成してもよい。取
引の詳細(事項)は、チェックアウトトークンとともに、取引管理システム108に送信され
る。取引のプロセスは図2に関して説明したものと同様に続く(関連出願でも言及されてい
る)。このようにして、本実施形態は、複雑で高価であり安全でない危険性がある暗号化
方法によらず、NFC対応モバイル装置102がNFC書き込みモードで取引を行うことを可能に
する。
【００３７】
　NFC対応モバイル装置102がライタモード(図3)又はリーダモード(図2)の何れで動作する
にせよ、実施形態は多くの利点を提供する。例えば、実施形態は、モバイル装置及び端末
に対してNFCに基づく支払方式を実行可能にし、NFCコントローラチップの安全な要素の機
能を使用しなければならない制約を迂回することにより、カードアソシエーション、TSM
、キャリア及びハンドセットメーカの手数料及び制約を迂回できる。更に、実施形態はリ
ーダ/ライタモードを使用するNFC対応モバイル装置が、カードエミュレーションNFC及び
セキュア要素を利用することなく、安全なモバイル支払及びモバイルオファー履行機能(m
obile　offer　redemption　functionality)をもたらすことができる。実施形態は、モバ
イル装置にとって無線接続が利用可能でない状況であっても、カードエミュレーションモ
ードNFCを利用することなく、非接触支払取引を完了することが可能である。
【００３８】
　本願による上記のプロセスの説明は、固定された順序でプロセスステップを実行するよ
うに解釈されるべきではない。そうではなく、プロセスステップは実行可能な任意の順序
で実行されてよく、少なくとも一部のステップが同時に実行される場合を含む。
【００３９】
　本開示内容を理解した当業者は、本発明の特徴を実現するために、広範囲に及ぶ様々な
ハードウェア及びソフトウェアの形態が使用されてよいことを認めるであろう。(限定で
はない)1つの具体的な例示として、取引時点情報管理装置は、ソニー社により提供される
RC-S801NFCダイナミックタグ(「フェリカプラグ(FeliCa　Plug)」のように言及されても
よい)に接続されてもよい。一実施形態において、RC-S801NFCダイナミックタグは、(例え
ば、店舗販売時点情報(POS)装置等のような)外部システムからチェックアウトトークンを
受信するために有線インタフェースを介して接続されていてもよい。いったん受信される
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と、RC-S801NFCダイナミックタグは、RC-S801のNFCタグで提示されるチェックアウトトー
クンデータを作成し、チェックアウトトークンデータは、NFCリーダモードで動作するNFC
対応モバイル装置102により読み取られるように利用可能にされる。逆のプロセスも利用
可能である。すなわち、RC-S801NFCダイナミックタグは、リーダ/ライタモードで動作す
るNFC対応モバイル装置102により提供される値(例えば、チェックアウトトークン)を受信
するように動作することが可能である。他の多くの市販の利用可能なタグが、本発明のシ
ステムを構築するために使用されてよい。
【００４０】
　一実施形態において、チェックアウトトークンは、多くのNFC対応モバイル装置に存在
するNFCコントローラを活用して読み取られてもよい(又は書き込まれてもよい)。例えば
、多くの装置は、NRFタグを読み込み及び書き込むことが可能なNXP－PN532等のようなNFC
コントローラを備えている。そのようなNFCコントローラは標準のNFCタグをエミュレート
し、取引時点情報管理装置106として機能することを可能にする。すなわち、そのような
方法で形成されるNFC対応モバイル装置102は、NFCリーダ/ライタモード機能により、NFC
対応モバイル装置102にチェックアウトトークンを提示するように制御され、或いは、NFC
対応モバイル装置102からチェックアウトトークンを受信するように制御されることが可
能である。
【００４１】
　NFCタグを読み込み及び書き込むことが可能なNXP-PN532(NXPセミコンダクターズから入
手可能である)のようなNFCコントローラを備えた多くのNFC電話機において、そのようなN
FCコントローラとともに本願による手段を利用することもかのである。それらは標準のNF
Cタグをエミュレートすることも可能であり、これは、NFCリーダ/ライタモード機能によ
り、チェックアウトトークンをNFC対応モバイル装置に提示すること、或いは、チェック
アウトトークンをNFC対応モバイル装置から受信することが可能な取引時点情報管理装置
として機能できることを意味する。そのような装置の同士の間でチェックアウトトークン
を送信可能にすることで、本発明による取引が実行されてもよい。
【００４２】
　以上、本発明は具体的な実施形態に関連して説明されてきたが、添付の特許請求の範囲
に記載される発明の精神及び範囲から逸脱することなく、当業者に明らかな様々な変更、
置換及び代替が開示された実施形態に対してなされてもよいことが、理解されるべきであ
る。
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